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○栃木市児童発達支援利用者負担額一部助成事業実施要綱 

平成２２年３月２９日 

告示第６２号 

改正 平成２３年９月１２日告示第２５１号 

平成２４年３月２６日告示第９６号 

（題名改称） 

平成２６年３月４日告示第９７号 

平成２７年１２月２５日告示第４１６号 

平成２８年２月１６日告示第５０号 

平成３０年２月２１日告示第４９号 

令和２年１０月１日告示第３９０号 

（目的） 

第１条 この告示は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第６条の２の２

第２項に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援について、療育の訓練等が必要な就学前の障が

い児に対し、市が利用者負担額の一部を助成する事業（以下「事業」という。）を実施することによ

り、福祉の増進を図ることを目的とする。 

（平２４告示９６・平２８告示５０・一部改正） 

（対象者） 

第２条 事業の対象者は、法第２１条の５の７第９項に規定する通所受給者証の交付を受けている者で、

その同一の世帯に属する者のいずれかに市町村民税が課税されているものとする。 

（平２４告示９６・平３０告示４９・一部改正） 

（助成金の額） 

第３条 事業の助成金の額は、１日につき、１事業所２００円とする。 

（申請） 

第４条 事業の利用を希望する者（以下「申請者」という。）は、児童発達支援利用者負担額一部助成

資格認定申請書（別記様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（平２４告示９６・一部改正） 

（決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容等を審査し、この

事業の利用の可否を決定する。 

２ 市長は、前項の決定について児童発達支援利用者負担額一部助成資格認定（却下）通知書（別記様

式第２号）により申請者に通知する。 

３ 認定期間は、市長が前条の規定による申請書を受理した日の属する月の初日から起算し、４月又は

５月の申請については当該年度の６月末日まで、６月から翌年３月の申請については翌年度の６月末
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日までとする。 

（平２４告示９６・一部改正） 

（助成金の請求） 

第６条 前条第２項の規定により認定の通知を受けた者（以下「認定者」という。）は、助成金の交付

を受けようとするときは、児童発達支援利用者負担額一部助成請求書（別記様式第３号）に、児童発

達支援提供実績記録票の写し及び利用者負担額の領収書又はその写しを添えて、市長に請求するもの

とする。 

（平２４告示９６・一部改正） 

（助成金の交付） 

第７条 市長は、前条の請求が適切であると認めるときは、児童発達支援利用者負担額一部助成額決定

通知書（別記様式第４号）により、当該認定者に通知し、助成金を交付する。 

（平２４告示９６・一部改正） 

（助成金の代理受領） 

第８条 認定者は、前条の規定により交付される助成金の受領を児童発達支援提供事業者に代理受領さ

せることができる。 

（平２４告示９６・一部改正） 

（資格認定の取消し） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、資格認定を取り消すことができる。 

(1) 認定者が市内に住所を有しなくなったとき。 

(2) 認定者が死亡したとき。 

(3) 認定期間が終了したとき。 

(4) 第２条に規定する対象者でなくなったとき。 

（台帳の整理） 

第１０条 市長は、認定通知書を交付したときは、別に定める台帳に必要事項を記載しておかなければ

ならない。 

（助成金の返還） 

第１１条 市長は、認定者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき若しくは受けよう

としたときは助成決定を取り消し、又は既に交付した助成金のあるときはその全部若しくは一部を返

還させることができる。 

（補則） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２２年３月２９日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の大平町障害者介護給付費等利用者負担額一部助成事業

実施要綱（平成１８年大平町告示第８５号）又は藤岡町児童デイサービス利用者負担額一部助成事業

実施要綱（平成１８年藤岡町訓令第３２号）（以下これらを「合併前の要綱」という。）の規定によ

り交付決定を受けた助成金については、なお合併前の要綱の例による。 

３ 前項の規定によるほか、この告示の施行の日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

（岩舟町の編入に伴う経過措置） 

４ 岩舟町の編入の日の前日までに、編入前の岩舟町児童発達支援利用者負担額一部助成事業実施要綱

（平成２４年岩舟町告示第８１号）の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相

当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。 

（平２６告示９７・追加） 

附 則（平成２３年告示第２５１号） 

この告示は、平成２３年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２４年告示第９６号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年告示第９７号） 

この告示は、平成２６年４月５日から施行する。 

附 則（平成２７年告示第４１６号）抄 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 

（栃木市児童発達支援利用者負担額一部助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置） 

５ この告示による改正後の栃木市児童発達支援利用者負担額一部助成事業実施要綱の規定は、施行日

以後の認定書から適用し、施行日前になされた認定書については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年告示第５０号）抄 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年告示第４９号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年告示第３９０号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の栃木市児童発達支援利用者負担額一部助成事業実施要綱の規定は、この告
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示の施行の日以後になされる申請から適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例によ

る。 
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別記様式第１号（第４条関係） 

（平２３告示２５１・平２４告示９６・平２７告示４１６・令２告示３９０・一部改正） 

別記様式第２号（第５条関係） 

（平２３告示２５１・平２４告示９６・一部改正） 

別記様式第３号（第６条関係） 

（平２３告示２５１・平２４告示９６・令２告示３９０・一部改正） 

別記様式第４号（第７条関係） 

（平２３告示２５１・平２４告示９６・令２告示３９０・一部改正） 

 


